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専門的支援実施加算の算定要件について（通知） 

 

 平素は、本市の障害福祉行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和６年度報酬改定により新設された「専門的支援実施加算」の算定要件については、

留意事項通知等により示されていますが、内容に疑義があったため、こども家庭庁に問い合わ

せをしました。 

 その内容について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

問１ 

 専門的支援実施加算は、専門的支援実施計画を作成した専門職員が 30 分以上専門的支援を

実施した場合のみ算定可能と考えるがいかがか。 

答１ 

 そのとおり。 

 なお、専門職員が複数名いる場合で、複数の専門職員が支援することが想定されるときは、

計画作成段階から複数の専門職員で対応し、専門的支援実施計画を連名で作成することは可能。 

 

問２ 

 「小集団（５名程度まで）の組み合わせ（２の小集団まで）による実施」の場合には、計画

を作成した専門職員に加えて別の職員を配置して実施するものと考えるがいかがか。 

答２ 

 そのとおり。 
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